
✔

✔

✔

No 687 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
拾得物件情報ファイル

遺失物法（平成18年法律第73号）に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１拾得区分、２受理番号、３受理方法、４受理日時、５受理警察署、６受理交番等、７公告の有無、８公告
年月日、９取扱職員、10拾得日時、11拾得場所、12拾得者住所・氏名・年齢・保護者氏名・連絡先、13届
出者続柄、14届出者氏名、15拾得者権利区分、16拾得者氏名等告知同意区分、17施設占有者整理番
号、18施設占有者名称・所在地・連絡先、19施設占有者交付受理日時、20施設占有者権利区分、21施
設占有者氏名等告知同意区分、22警察からの返還連絡、23物件（現金・物品）、24保管場所区分、25特
例施設占有者保管物件の保管場所所在地・名称・連絡先、26移送先警察署、27移送年月日、28保管委
託年月日、29保管委託先氏名（名称）・住所・連絡先、30鑑査依頼年月日、31埋蔵文化財認定年月日、
32任意提出年月日、33還付年月日、34遺失者連絡状況、35遺失者判明年月日、36遺失者連絡日時、
37遺失者連絡方法、38遺失届受理番号、39遺失者住所・氏名・年齢・連絡先、40払出区分、41払出年
月日、42払出先氏名（名称）・住所（所在地）・連絡先

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

拾得物件の拾得者（届出者・施設占有者を含む）、払出先となる者（遺失者を含む）

担当課
警務部会計課

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 警務部会計課

所在地 〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 拾得者（届出者・施設占有者を含む）からの提出、払出手続き（遺失者への返還を含む）

記録情報の経常的提供先
警察庁、警視庁及び道府県警察本部

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

警務部会計課、新潟警察署、新潟中央警察署、新潟東警察署、新潟西警察署、江南警察署、新潟北警
察署、秋葉警察署、新潟南警察署、西蒲警察署、村上警察署、新発田警察署、阿賀野警察署、津川警
察署、五泉警察署、燕警察署、三条警察署、加茂警察署、長岡警察署、見附警察署、与板警察署、小
千谷警察署、小出警察署、十日町警察署、南魚沼警察署、柏崎警察署、上越警察署、妙高警察署、糸
魚川警察署、佐渡警察署

部局名 警察本部

✔



✔

✔

✔

No 688 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
遺失届情報ファイル

遺失物法（平成18年法律第73号）に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受理番号、２受理方法、３受理日時、４受理警察署、５受理交番等、６取扱職員、７遺失者住所・氏名・
年齢・連絡先、８届出者続柄、９届出者氏名、10遺失日時、11遺失場所、12物件（現金・物品）、13遺失
者連絡状況、14遺失者連絡日時、15遺失者連絡方法、16処理結果

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

遺失者（届出者）

担当課
警務部会計課

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 警務部会計課

所在地 〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 遺失者（届出者）からの提出

記録情報の経常的提供先
警察庁、警視庁及び道府県警察本部

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

警務部会計課、新潟警察署、新潟中央警察署、新潟東警察署、新潟西警察署、江南警察署、新潟北警
察署、秋葉警察署、新潟南警察署、西蒲警察署、村上警察署、新発田警察署、阿賀野警察署、津川警
察署、五泉警察署、燕警察署、三条警察署、加茂警察署、長岡警察署、見附警察署、与板警察署、小
千谷警察署、小出警察署、十日町警察署、南魚沼警察署、柏崎警察署、上越警察署、妙高警察署、糸
魚川警察署、佐渡警察署

部局名 警察本部

✔



✔

✔

✔

No 689 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
一時預り情報ファイル

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。以下「法」という。）第35条第３項に規定す
る所有者の判明しない犬又は猫の引取り、法第36条第１項に規定する負傷動物等の発見者の通報措
置に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受理番号、２受理日時、３受理都道府県、４受理警察署、５受理交番等、６取扱職員、７発見日時、８発
見場所、９発見者区分、10発見者住所・氏名・年齢・保護者氏名・連絡先、11届出者続柄、12届出者氏
名、13警察からの返還連絡、14物件（動物）、15払出区分、16払出年月日、17払出先氏名（名称）・住所
（所在地）・連絡先

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

犬又は猫、負傷動物等の発見者（届出者）、払出先となる者（遺失者を含む）

担当課
警務部会計課

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 警務部会計課

所在地 〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 発見者（届出者）からの提出、払出手続き（遺失者への返還を含む）

記録情報の経常的提供先
警察庁、警視庁及び道府県警察本部

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

警務部会計課、新潟警察署、新潟中央警察署、新潟東警察署、新潟西警察署、江南警察署、新潟北警
察署、秋葉警察署、新潟南警察署、西蒲警察署、村上警察署、新発田警察署、阿賀野警察署、津川警
察署、五泉警察署、燕警察署、三条警察署、加茂警察署、長岡警察署、見附警察署、与板警察署、小
千谷警察署、小出警察署、十日町警察署、南魚沼警察署、柏崎警察署、上越警察署、妙高警察署、糸
魚川警察署、佐渡警察署

部局名 警察本部

✔



✔

✔

✔

✔

No 690 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
被害者支援管理ファイル

被害者支援の適正な業務管理のため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

 （事件登録）1担当所属、2管理番号、3事件種別、、4事件名、5特定番号（交通事故本票番号）、6罪名、
7発生日時、8認知日時、9事件概要、10被害者氏名ふりがな、11被害者氏名漢字、12被害者住所、13
被害者連絡先、14性別、15職業、16生年月日、17年齢、18被害の程度、19加療日数、20入院日数、21
国籍、22医療費等の支出の要否判断（否の場合は理由）、23被害者連絡の要否判断（否の場合は理

  由）（被害者支援運用報告）24支援開始日、25指定支援要員、26支援対象者氏名ふりがな、27支援対
象者氏名漢字、28支援対象者住所、29支援対象者連絡先、30性別、31職業、32生年月日、33年齢、34
被害者との続柄、35支援の状況、36今後の方針、37支援実施項目、38支援実施内容、39支援実施日、
40支援実施者、41被害者の手引を交付しない場合の理由、42犯罪被害給付制度の概要説明をしない
場合の理由、43犯罪被害給付制度の概要説明を実施した場合の実施状況、44早期援助団体の説明を

  しない場合の理由、45早期援助団体への情報提供を実施しない場合の理由（被害者連絡）46被害受理
日、47捜査担当者、48連絡の宛先、49居住地管轄署、50地域警察官による訪問・連絡活動の希望、51
被害者支援担当者への連絡（認知、支給申請の要望）、52地域課への写しの送付、53被害者連絡日、

 54担当者、55連絡先（本人、保護者、家族）、56連絡内容、57同一機会発生連絡対象事件（医療費等支
出報告）58担当者、59担当者警電番号、60支出要件、61支出費用（内訳、金額）、62初診日、63再診

  日、64受診した医療機関名、65請求者（犯罪被害給付管理）66発生報告日、67犯給要否、68犯給区分、
69犯給教示日（教示しない場合は備考に理由）、70申請期限、71申請日、72裁定終了

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨
記録範囲 支援対象となる事件及び交通事故による犯罪被害者等

担当課 警務部警務課犯罪被害者支援室

所在地 〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１
開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 犯罪被害者等からの提供

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

警務部警務課、新潟警察署、新潟中央警察署、新潟東警察署、新潟西警察署、江南警察署、新潟北警
察署、秋葉警察署、新潟南警察署、西蒲警察署、村上警察署、新発田警察署、阿賀野警察署、津川警
察署、五泉警察署、燕警察署、三条警察署、加茂警察署、長岡警察署、見附警察署、与板警察署、小
千谷警察署、小出警察署、十日町警察署、南魚沼警察署、柏崎警察署、上越警察署、妙高警察署、糸
魚川警察署、佐渡警察署、鉄道警察隊、高速道路交通警察隊

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 691 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
けいさつ相談及び苦情管理ファイル

けいさつ相談及び苦情等を一元的に管理して適切な業務の遂行に資することを目的とする。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１宛先、２受理所属、３受理番号、４受理態様、５相談種別、６受理年月日、７受理窓口、８担当者、９相
談者氏名、10相談者性別、11相談者住所、12相談者電話、13相談者生年月日、14相談者年齢、15相談
者職業、16件名、17概要、18措置年月日、19措置所属、20措置結果、21措置内容、22その他

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

相談者（申出者）

担当課
警務部広報広聴課けいさつ相談室

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

―

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

―

担当課 ―

所在地 ―

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

―

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 相談者（申出者）からの電話若しくは面接による聴取又は文書等による申出

記録情報の経常的提供先
警察庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

警務部広報広聴課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 692 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
留置情報ファイル

被留置者の適正処遇及び留置事故防止に資するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１　登録年、２　登録署、３　一連番号、４　在監釈放別、５　登録日時、６　現在収容状況、７　カナ氏名、
８　漢字氏名、９　生年月日、10　性別、11　本籍、12　住所、13　職業、14　暴力団該当、15　前科、16　
調査事項に関する記録項目、17　逮捕日時、18　留置日時、19　収容種別、20　共犯の有無、21　事件
主管課、22　身柄拘束機関、23　委託署、24　送致年月日、25　勾留年月日、26　起訴年月日、27　判決
年月日、28　判決確定年月日、29　移送釈放区分、30　移送釈放年月日、31　警察捜査終了日、32　留
置室番号、33　新規登録日時、34　罪名コード、35　手口コード、36　罰条、37　国選弁護人制度対象、
38　逮捕種別、39　捜査主任官に関する記録項目、40　国籍コード、41　罪名区分、42　特別要注意者・
問題被留置者に関する記録項目、43　身分停止に関する記録項目

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

新潟県警察に留置された者（被留置者）

担当課
警務部留置管理課企画係

所在地

〒850-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 被留置者からの聴取、処理に伴う調査、検察庁及び裁判所からの提供

記録情報の経常的提供先
警察庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

警務部留置管理課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

✔

No 693 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
責任者講習実施ファイル

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第２項に規定する講習の実施

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受理年月日、２受理番号、３受理警察署、４責任者の氏名、５責任者の性別、６責任者の生年月日、７
責任者の所属団体、８責任者の所属団体の住所、９責任者の役職、10個人識別番号

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

責任者選任届出書に記載された責任者

担当課
刑事部組織犯罪対策課暴力団対策係

所在地

〒950－8553 新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人（代理人）からの書面又は電子による届出

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

刑事部組織犯罪対策課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

✔

No 694 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
緊急車両等管理ファイル

緊急自動車等の指定・届出確認等

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

    １．識別番号２．氏名３．住所４．職業５．自動車登録番号等

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

緊急自動車等の指定を申請した者、緊急自動車等の届出をした者

担当課
交通部交通企画課企画係

所在地

〒950－8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人からの届出、法人その他団体からの届出

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

交通部交通企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

✔

No 695 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
安全運転管理者管理ファイル

安全運転管理者制度に関する事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

 １コード番号、２初選任年月日、３業種、４事業所名称、５事業所所在地、６事業所電話番号、７自動車
 台数、８運転者数、９氏名、10生年月日、11運転免許番号、12資格要件、13職務上の地位、14選任年月

 日、15受講年月日16納付年月日

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

安全運転管理者等に選任された者

担当課
交通部交通企画課企画係

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 自動車の使用者からの届出

記録情報の経常的提供先
（一社）新潟県安全運転管理者協会（講習業務受託者）

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

交通部交通企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

✔

No 696 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
運転免許に係る運転技能検査ファイル

道路交通法に基づく運転技能検査を実施するため。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２生年月日・年齢　３住所・電話番号、４検査年月日　５検査結果　　

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

75歳以上の運転技能検査対象者

担当課
交通部運転免許センター高齢運転者支援係

所在地

〒957-0193　新潟県北蒲原郡聖籠町東港7丁目1番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 －

所在地 －

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 運転技能検査の受検

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

交通部運転免許センター

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

✔

No 697 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
運転免許に係る高齢者講習ファイル

道路交通法に基づく高齢者講習を実施するため。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２生年月日・年齢　３住所・電話番号、４受講年月日　５講習分類　　

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

70歳以上の運転免許更新対象者

担当課
交通部運転免許センター高齢運転者支援係

所在地

〒957-0193　新潟県北蒲原郡聖籠町東港7丁目1番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 －

所在地 －

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 高齢者講習の受講

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

交通部運転免許センター

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

✔

No 698 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
運転免許に係る認知機能検査ファイル

道路交通法に基づく認知機能検査を実施するため。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２生年月日・年齢　３住所・電話番号、４検査年月日　５検査結果　　

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

75歳以上の運転免許更新対象者

担当課
交通部運転免許センター高齢運転者支援係

所在地

〒957-0193　新潟県北蒲原郡聖籠町東港7丁目1番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 －

所在地 －

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 認知機能検査の受検

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

交通部運転免許センター

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

✔

No 699 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
運転免許に係る臨時適性検査ファイル

道路交通法に基づく臨時適性検査を実施するため。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２生年月日・年齢　３住所・電話番号、４免許番号　５病歴　　

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

安全運転に関する相談者、免許更新時等の質問票により病気等を申告した者

担当課
交通部運転免許センター適性第二係

所在地

〒957-0193　新潟県北蒲原郡聖籠町東港7丁目1番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 －

所在地 －

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 １本人及び家族等からの相談、　２、免許更新時等の質問票

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

交通部運転免許センター

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

✔

No 700 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
運転者管理ファイル（運転免許証）

運転免許証の更新、講習等の事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１免許番号、２免許情報記録番号、３氏名、４性別、５年齢・生年月日、６住所・電話番号、７本籍・国籍、
８顔写真、９暗証番号　　

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

運転免許証の更新申請書、更新時講習受講申請書等を提出した者

担当課
交通部運転免許センター免許第一係

所在地

〒957-0193　新潟県北蒲原郡聖籠町東港7丁目1番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 －

所在地 －

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人からの申請

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

交通部運転免許センター

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 701 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
道路使用許可申請者ファイル(29ファイル)

道路使用許可申請手続きの適正な運用に資するために利用する

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１申請者住所、２申請者氏名、３道路使用の目的、４場所又は区間、５期間、６方法又は形態、７許可証
番号

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

道路使用許可の申請者及び現場責任者

担当課
交通部交通規制課企画管理係

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 道路使用許可申請書(電気通信回線を通じた申請等情報の通知の受信を含む）

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

県下29警察署

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 702 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
自動車保管場所管理ファイル(29ファイル)

自動車保管場所証明等の管理の適正化及び効率化に資するために利用する

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受理番号、２申請区分、３車名、４型式、５車台番号、６自動車の大きさ、７使用の本拠の位置、８保管
場所の位置、９申請者住所、10申請者連絡先、11申請者氏名（ふりがな）、12申請年月日、13登録番
号・車両番号、14使用権原、15連絡先名・電話、16標章発行日、17標章番号、18駐車場名称、19駐車場
住所、20駐車可能台数、21収容情報、22区画情報、23駐車場面積

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

自動車の保管場所の確保等に関する法律に定める申請者、届出者、申請者等から委任を受けた代理
人

担当課
交通部交通規制課企画管理係

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 申請者又は委任を受けた代理人からの自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所届出書及び電
気通信回線を通じた申請等情報の通知の受信

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

交通部交通規制課、県下29警察署

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 703 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
駐車禁止除外指定車標章管理ファイル

駐車禁止除外指定車標章の管理の適正化及び効率化に資するために利用する

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受理警察署、２受理年月日、３申請者の氏名（法人の場合は名称と代表者名）・住所（法人の場合は
所在地）、４生年月日、５電話番号、６申請事由、７障害等級、８障害手帳番号・交付日、９標章発行日、
10使用車両の登録（車両）番号、11標章の番号、12標章の有効期限、13標章の返納年月日

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

現に駐車禁止除外指定車標章を受けている者、駐車禁止除外指定車標章を返納した者

担当課
交通部交通規制課企画管理係

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 駐車禁止除外指定車標章交付申請書(電気通信回線を通じた申請等情報の通知の受信を含む）、駐車
禁止除外指定車標章返納届

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

交通部交通規制課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 704 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
被保護者等情報ファイル

警察官職務執行法等に基づく保護等取扱時の速やかな身柄の引継ぎや、適切な関係機関への通報等
に資することを目的とする。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１本籍・国籍、２住所、３氏名、４生年月日・年齢、５性別、６職業、７家族等の住所・氏名

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

被保護者、被保護者の家族等

担当課
生活安全部生活安全企画課企画指導係

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 本人や家族等からの聴取

記録情報の経常的提供先
簡易裁判所、新潟県、新潟市

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課、各課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 705 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
自転車防犯登録ファイル

自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１登録年月日（西暦）、２防犯登録番号、３車体番号、４メーカー名、５自転車の機能（電動か否かの別）
６所有者住所、７所有者氏名、８所有者電話番号、９自転車登録所名

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

　自転車防犯登録を受けた者

担当課
　生活安全部生活安全企画課安全安心推進室

所在地

　〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

　　―

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 　―

所在地 　―

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

　―

担当課 　―

所在地 　―

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

　―

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 　公益社団法人新潟県防犯協会連合会の通知により収集する。

記録情報の経常的提供先
　警視庁及び道府県警察本部

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 706 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
風俗営業等管理ファイル

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく法律（以下「風営法」という）許可・承認・届
出の事務に利用する。個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１許可上申等課及び警察署、２許可等年月日、３営業の種別、４法人・個人の別、５許可番号、６営業所
の名称、７営業所等の所在地、８法人名、９法人の所在地、10代表者又は経営者の氏名、11代表者又
は経営者の性別、12代表者又は経営者の生年月日、13代表者又は経営者の本（国）籍、14代表者又は
経営者の住所、15管理者等の氏名、16管理者等の性別、17管理者等の生年月日、18管理者等の本
（国）籍、19管理者等の住所、20役員の氏名、21役員の性別、22役員の生年月日、23役員の本（国）籍、
24役員の住所、25広告宣伝で使用する呼称、26客の依頼を受ける方法、27電気通信設備を識別するた
めの電話番号又は記号、28自動公衆送信装置設置者の氏名又は名称、29自動公衆送信装置設置者
の住所、30電気通信設備の設置場所、31会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するため
の措置の内容、32会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置として利用する
識別番号等の付与者の名称、33会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置と
して利用する識別番号等の付与者の代表者の氏名、34許可管理番号、35認定番号、36開始届出番
号、37届出確認書等の書面の種別、38届出確認書等の交付年月日、39届出確認書等の交付番号、40
客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先、41受付所・待機所の別、42映像伝達用設備を識
別するための電話番号等

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨
記録範囲 風営法の申請及び届出をした者、営業許可者

担当課 生活安全部生活安全企画課許認可管理センター

所在地 〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１
開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者に係る12、14から16まで、20、21、25、26及び30の訂正は、風
営法第９条第３項（同法第31条の23において準用する場合を含む。）及び風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律施行規則（昭和60年国家公安委員会規則第１号、以下「規則」という。）第20
条第２項及び第３項並びに第88条第２項及び第３項による。風営法第27条第１項の届出書を提出した
者に係る12、14から16まで、20、21及び25の訂正は、同条第２項及び規則第42条第２項による。風営法
第31条の２第１項の届出書を提出した者に係る13から16まで、20、31、32、46及び47の訂正は、同条第
２項及び規則第53条による。風営法第31条の７第１項の届出書を提出した者に係る13から16まで、20、
31、33から35まで及び48の訂正は、同条第２項及び規則第59条による。風営法第31条の12第１項の届
出書を提出した者に係る12、14から16まで、20、21、25及び33の訂正は、同条第２項及び規則第64条に
よる。風営法第31条の17第１項の届出書を提出した者に係る13から16まで、20、31及び33の訂正は、同
条第２項及び規則第70条による。風営法第33条第１項の届出書を提出した者に係る12、14から16まで
及び20の訂正は、同条第２項及び規則第104条による。

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 申請及び届出者本人、営業許可者、法人その他の団体

記録情報の経常的提供先 警察庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 707 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
警備業者役員等ファイル

警備業の認定その他警備業法（昭和47年法律第117号）に関する事務の適正な遂行を確保するために
利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

1認定番号、２認定公安委員会、３主たる営業所が所在する都道府県、４主たる営業所の営業所番号、
５受理警察署、６警備業者名、７警備業者の住所、８警備業者の電話番号、９法人等の種別、10代表者
の氏名、11代表者の住所、12代表者の性別、13代表者の生年月日、14代表者の本（国）籍、15認定失
効の事由、16認定年月日、17更新年月日、18変更年月日、19認定失効年月日、20返納年月日、21主た
る営業所の営業所名称、22主たる営業所の所在地、23役員の役職、24役員の氏名、25役員の住所、26
役員の性別、27役員の生年月日、28役員の本（国）籍、29営業開始年月日、30営業廃止年月日、31届
出公安委員会、32管外営業所名称、33管外営業所所在地、34行政処分の登録警察本部、35処分番
号、36処分自事由、37処分の種類、38処分年月日、39処分対象者の氏名、40処分対象者の性別、41処
分対象者の住所、42処分対象者の性別、43処分対象者の本(国籍)、44処分対象者の属性、45送致年
月日、46起訴・不起訴の別、48行政処分営業所名称、48行政処分営業所停止期間

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

警備業者の役員及び代表者

担当課
生活安全部生活安全企画課許認可管理センター

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

３、６、７、10、21、22、24、25、32及び33の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警
備業法第11条第１項及び警備業法施行規則（昭和58年総理府令第１号）第17条第２項による。機械警
備業者に係る１及び２の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第41条及び警備業法
施行規則第56条第２項による。

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

-

担当課 -

所在地 -

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

-

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。

記録情報の経常的提供先
警察庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 708 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
警備業資格者等ファイル

警備業の認定その他警備業法（昭和47年法律第117号）に関する事務の適正な遂行を確保するために
利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１資格、２業種等、３資格者証等の区分、４交付公安委員会、５資格者証等番号、６受理警察署、７氏
名、８性別、９生年月日、、10本（国）籍、11交付年月日、12書換年月日、13返納年月日、14行政処分の
登録警察本部、15処分番号、16住所、17処分年月日、18処分事由、19送致年月日、20処分結果

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

警備員指導教育責任者又は機械警備業務管理者の資格者証被交付者、警備員指導教育責任者又は
機械警備業務管理者の講習修了証明書被交付者及び警備員等の検定合格証被交付者

担当課
生活安全部生活安全企画課許認可管理センター

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者に係る７及び10の記録項目に変更があった場合の
訂正については、警備業法第22条第５項による。機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者に係
る７及び10の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第42条第３項において
準用する同法第22条５項による。検定合格証明書の交付を受けた者に係る７及び16の記録項目の内容
に変更があった場合の訂正については、警備員等の検定に関する規則（平成17年国家公安委員会規
則第20号）第15条第１項による。

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

-

担当課 -

所在地 -

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

-

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。

記録情報の経常的提供先
警察庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 709 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
選任警備員指導教育責任者及び選任機械警備業務管理者ファイル

警備業の認定その他警備業法（昭和47年法律第117号）に関する事務の適正な遂行を確保するために
利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

1認定番号、２警備業者名、３受理警察署、４営業所番号、５管内営業所名称、６設置年月日、７管内営
業所所在地、８管内営業所電話番号、９取り扱う警備業務の区分、10警備業務の種別、11現任責任者
講習受講日、12変更年月日、13廃止年月日、14選任警備員指導教育責任者の配置状況、15選任警備
員指導教育責任者の氏名、16選任警備員指導教育責任者の住所、17選任警備員指導教育責任者の
性別、18選任警備員指導教育責任者の生年月日、19選任警備員指導教育責任者の業種等、20選任警
備員指導教育責任者の交付公安委員会、21選任警備員指導教育責任者の資格者証番号、22基地局
番号、23基地局名称、24基地局所在地、25基地局電話番号、26選任機械警備業務管理者の氏名、27
選任機械警備業務管理者の住所、28選任機械警備業務管理者の性別、29選任機械警備業務管理者
の生年月日、30選任機械警備業務管理者の資格者証の交付委員会、31選任機械警備業務管理者の
資格者証等番号、32待機所名称、33待機所所在地

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

選任警備員指導教育責任者及び選任機械警備業務管理者

担当課
生活安全部生活安全企画課許認可管理センター

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

警備業者に係る２、５、７、９、15及び16の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警
備業法第11条第１項及び警備業法施行規則（昭和58年総理府令第１号）第17条第２項による。機械警
備業者に係る１、23、24、26、27、32及び33の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、
警備業法第41条及び警備業法施行規則第56条第２項による。

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

-

担当課 -

所在地 -

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

-

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。

記録情報の経常的提供先
警察庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 710 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
古物営業管理ファイル

古物営業法（昭和２４年法律第１０８号）に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受理年月日、２受理警察署、３許可証番号、４許可年月日、５許可の種類、６被許可者の氏名又は名
称、法人等の種別、生年月日、住所又は居所、電話番号及び本（国）籍、７行商をしようとする者である
かどうかの別、８取引にＨＰを用いるかどうかの別、９ホームページＵＲＬ、１０主として取り扱おうとする
古物の区分、１１記事（別項目の入力内容の補足説明）、１２代表者等の種別、氏名、生年月日、住所、
電話番号、本（国）籍及び記事（別項目の入力内容の補足説明）、１３営業所・古物市場の所轄警察署、
営業所等所在都道府県、営業所整理番号、形態、名称、所在地、電話番号、主たる営業所の別、取り
扱う古物の区分及び記事（別項目の入力内容の補足説明）、１４管理者の氏名、生年月日、住所、電話
番号、本（国）籍及び記事（別項目の入力内容の補足説明）、１５再交付日、１６再交付理由、１７変更年
月日、１８変更区分、１９返納理由の発生年月日、２０返納理由、２１競り売りの形態、２２競り売り日時、
２３競り売り開催場所、２４競り売り開催場所を管轄する警察署、２５自動公衆送信の送信元を識別する
ための文字、番号、記号その他の符号、２６買受けの申込みを受ける通信の種別、２７競り売りの届出
に係る記事（別項目の入力内容の補足説明）、２８仮設店舗日時、２９仮設店舗設置場所、３０仮設店舗
設置場所を管轄する警察署、３１仮設店舗営業の届出に係る記事（別項目の入力内容の補足説明）

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨
記録範囲 古物商及び古物市場主

担当課 生活安全部生活安全企画課許認可管理センター

所在地 〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１
開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

　古物営業法第７条第１項及び第２項並びに古物営業法施行規則（平成７年国家公安委員会規則第
１０号）第５条第３項及び第６項による。

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

‐

担当課 -

所在地 -

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

‐

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。

記録情報の経常的提供先 警察庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 711 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
猟銃・空気銃等管理ファイル

猟銃及び空気銃等の許可その他銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号、以下「銃刀法」とい
う。）に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１銃種、２銃番号、３追加打刻番号、４銃全長、５銃身長、６銃口径、７適合実(空)包、８商品名等、９替え
銃身、10替え銃身本数、11銃特徴、12管轄警察署、13用途別、14許可証番号、15許可番号、16氏名
（漢字・カナ）、17性別、18生年月日、19本（国）籍、20住所（コード・漢字）、21登録事由発生年月日、22
有効期間、23記事、24取消事由又は失効事由、25問題銃状態、26電話番号、27銃腔内腔旋割合、28許
可条件、29委託保管

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

銃刀法第４条第１項各号の規定による銃砲等刀剣類の所持の許可を受けた者、第９条の４第１項第１
号の規定により指定を受けた教習射撃場を管理する者（第９条の６第２項の規定により届出があった場
合）、第９条の９第１項第１号の規定により指定を受けた練習射撃場を管理する者（第９条の11第２項の
規定により届出があった場合）、譲渡を受けた銃砲店又はクロスボウ販売事業者（第８条第３項の規定
による抹消の申請又は第９条第３項の規定による許可証の返納があった場合）

担当課
生活安全部生活安全企画課許認可管理センター

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

１～11、13、16～20、27の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、銃刀法第７条第２
項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和33年総理府令第16号）第32条による。

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

-

担当課 -

所在地 -

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

-

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。

記録情報の経常的提供先
警察庁

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 712 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
猟銃等講習、猟銃技能講習、年少射撃資格講習、クロスボウ講習ファイル

猟銃及び空気銃等の許可その他銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号、以下「銃刀法」とい
う。）に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１許可証番号、２住所、３氏名、４性別、５生年月日、６電話番号、７希望講習会の種別、８受講希望年月
日、９受講希望場所、10講習修了の可否

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

銃刀法第４条第１項第１号の規定による銃砲等の所持の許可を受けた又は受けようとする者、第９条の
13の規定による年少射撃資格の認定を受けようとする者

担当課
生活安全部生活安全企画課許認可管理センター

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

-

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

-

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

-

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 申請者からの申請その他法令に基づき収集する。

記録情報の経常的提供先
-

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 713 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
捜査の過程で押収した名簿登載者ファイル

特殊詐欺、利殖勧誘事犯及び特定商取引等事犯の捜査の過程で押収した名簿登載者に対し、登載事
実を告げた上で注意喚起を行うことにより、これらの犯罪被害を防止するため。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１案件年、２案件種別、３案件番号、４資料名、５住所、６氏名、７電話番号

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

捜査の過程で押収した名簿に登載されている者

担当課
生活安全部生活安全企画課安全安心推進室

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 警察庁からの提供

記録情報の経常的提供先
―

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課安全安心推進室

部局名 警察本部



✔

✔ ✔

✔

✔

No 714 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備する場合における取扱いファイル

自主防犯パトロールを適正に行う団体であるかを判断し青色回転灯等を装備する自動車を認定するた
めに使用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

　１団体の名称・所在地・電話番号、２代表者の氏名・年齢・住所・電話番号・緊急時の連絡先、３団体の
区分、４青色回転灯等を装備しようとする自動車の車名及び型式・種別及び用途・塗色・車体の形状・自
動車登録番号又は車両番号・車台番号・使用の本拠の位置・所有者・使用者・申請者と車両の使用者と
の関係

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

　現に青色回転灯等を装着できる証明書を受けている団体、青色回転灯等を装着できる証明書を返納
した団体

担当課
　生活安全部生活安全企画課安全安心推進室

所在地

　〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 －

所在地 －

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 　証明申請書、記載事項変更申請、パトロール実施者変更申請、再交付申請、返納届

記録情報の経常的提供先
　警視庁又は道府県警察本部

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部生活安全企画課安全安心推進室

部局名 警察本部



✔

✔

✔

✔

No 715 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
少年相談管理ファイル

県内で受理した少年相談に関する情報を集約し、共有・活用することにより、適正な少年相談業務の遂
行を図るとともに、犯罪等による被害の未然防止に資することを目的とする

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受理番号、２受理年月日、３受理者の氏名、職員番号、所属、所属する本部係名又は署課名、階級、
４受理窓口区分、５受理態様、６相談者の氏名、生年月日、年齢、性別、職業、電話番号、７相談件名、
種別等、８対象少年の氏名、生年月日、年齢、性別、学職、学校、電話番号、９関係者の氏名、年齢、性
別、10関係者に関する備考、11関係事業所名等、12措置一連番号、13措置年月日、14措置者の職員
番号、氏名、所属、所属する本部係名又は署課名、階級、15措置結果、16引継先所属、本部係名又は
署課名、17対応時間

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

相談事案に係る受理者、申出者、関係者及び措置者

担当課
生活安全部少年課補導係

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課

所在地

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

担当課

所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 相談受理・対応

記録情報の経常的提供先
同一実施機関内のみでの利用のみ

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

生活安全部少年課

部局名 警察本部



✔

✔

No 716 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
 巡回連絡カードに関するファイル※索引目次や索引簿冊(索引作成に関する規定はないが便宜上作成

されたもの）を作成しているファイルに限る

犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目
１屋号、２電話番号、３ファックス番号、４居住開始年月、５住所、６氏名、７生年月日、８性別、９非常時
の連絡先（勤務先、学校、実家等）、10警察に対する要望・連絡事項、11巡回連絡の希望時間帯・曜日
等

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨
記録範囲  巡回連絡を実施した世帯の世帯主、家族及びその非常時の連絡先巡回連絡を実施した事業所の代表

担当課 地域部地域課企画係

所在地 〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 巡回連絡

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

 ○新潟警察署（県庁前交番、女池交番、万代交番、笹口交番、新潟駅前交番、弁天橋交番、沼垂交番）
 ○新潟中央警察署（柳都交番、萬代橋交番、白山駅前交番、有明台交番、柾谷小路警備派出所）○新

潟東警察署（中野山交番、中山交番、越後石山駅前交番、大形交番、秋葉交番、河渡交番、太平交番、
 新潟空港警備派出所）○新潟西警察署（内野駅前交番、浦山交番、西小針交番、寺尾交番、五十嵐交

 番、小新交番、越後赤塚駅前駐在所、黒埼交番、木場駐在所）○江南警察署（亀田駅前交番、大江山
 駐在所、酒屋駐在所、曽野木交番、横越駐在所、沢海駐在所）○新潟北警察署（松浜交番、豊栄駅前

 交番、東港交番、笹山駐在所、岡方駐在所、長場駐在所、早通駅前交番、島見駐在所）○秋葉警察署
 （新津駅前交番、荻川駅前交番、朝日駐在所、下新駐在所、中新田駐在所、小合駐在所、小須戸交番）

○新潟南警察署（白根中央交番、大通駐在所、新飯田駐在所、庄瀬駐在所、大鷲駐在所、山崎興野駐
 在所、味方駐在所、月潟駐在所）○西蒲警察署（巻駅前交番、松野尾駐在所、越前浜駐在所、漆山駐

 在所、西川交番、岩室駐在所、和納駐在所、潟東駐在所、弥彦交番、中之口駐在所）○村上警察署（村
上駅前交番、岩船駐在所、瀬波駐在所、山辺里駐在所、早川駐在所、猿沢駐在所、岩沢駐在所、小口

 川駐在所、坂町交番、平林駐在所、下関交番、上野新駐在所、府屋交番、寒川駐在所、北中駐在所）○
新発田警察署（下町交番、新発田駅前交番、天王駐在所、乙次駐在所、月岡駐在所、五十公野駐在
所、赤谷駐在所、佐々木駐在所、菅谷駐在所、石喜駐在所、七葉駐在所、金塚駐在所、古川駐在所、
稲荷岡駐在所、米子駐在所、聖籠交番、胎内分庁舎所在地、築地駐在所、乙駐在所、黒川駐在所、胎

 内駐在所）○阿賀野警察署（署所在地、分田駐在所、京ヶ瀬駐在所、笹神駐在所、出湯駐在所、安田交
 番）○津川警察署（署所在地、豊川駐在所、白崎駐在所、五十沢駐在所、熊渡駐在所、鹿瀬駐在所、日

 出谷駐在所）○五泉警察署（五泉駅前交番、橋田駐在所、川東駐在所、村松交番、南田中駐在所、川
  内駐在所）○燕警察署（燕駅前交番、小池駐在所、小中川駐在所、分水交番、吉田交番、雀森駐在所）

○三条警察署（神明町交番、東三条駅前交番、三条駅前交番、五ノ町交番、燕三条駅交番、井栗駐在
所、保内駐在所、大崎駐在所、本成寺駐在所、下田交番、八木前駐在所、尾崎駐在所、若宮駐在所、

 大面駐在所）○加茂警察署（加茂駅前交番、黒水駐在所、狭口駐在所、下条駐在所、加茂新田駐在
 所、須田駐在所、田上交番）○長岡警察署（長岡駅交番、川崎交番、新町交番、千手交番、宮内交番、

四郎丸交番、悠久町交番、希望が丘交番、緑町交番、越路交番、塚山駐在所、竹沢駐在所、蓬平町駐
在所、深沢町駐在所、滝谷町駐在所、浦瀬町駐在所、亀貝町駐在所、下々条町駐在所、下柳交番、関
原町駐在所、宮本東方町駐在所、栃尾幹部交番、北荷頃駐在所、二日町駐在所、東谷駐在所、吹谷駐

  在所）○見附警察署（新町交番、名木野駐在所、太田駐在所、今町交番、中之島交番）○与板警察署
（署所在地、脇野町駐在所、鳥越駐在所、島崎駐在所、小島谷駐在所、寺泊交番、大河津駐在所、出雲

 崎駐在所）○小千谷警察署（小千谷駅交番、川口交番、吉谷駐在所、山辺駐在所、真人駐在所、岩沢
 駐在所、片貝駐在所、小粟田駐在所）○小出警察署（署所在地、虫野駐在所、広神駐在所、入広瀬駐

 在所、上条駐在所、須原駐在所、湯之谷駐在所、堀之内交番）○十日町警察署（十日町駅前交番、中
条駐在所、下条駐在所、吉田駐在所、田沢駐在所、川西駐在所、仁田駐在所、松代交番、松之山駐在

 所、津南交番、秋成駐在所、上郷駐在所）○南魚沼警察署（署所在地、宮駐在所、上原駐在所、五日町
駐在所、浦佐交番、大崎駐在所、茗荷沢駐在所、塩沢交番、石打舞子駐在所、長崎駐在所、湯沢交

 番、苗場警備派出所）○柏崎警察署（柏崎駅前交番、比角交番、田尻交番、平成大橋交番、曾地駐在
所、北条駐在所、広田駐在所、米山駐在所、鯨波駐在所、新道駐在所、西山駐在所、刈羽駐在所、別

 山駐在所、石地駐在所、高柳駐在所、鯖石駐在所、小国交番）○上越警察署（高田交番、上越妙高駅
前交番、高田駅前交番、高田東交番、春日山交番、直江津駅交番、三ツ屋交番、灰塚駐在所、長浜駐
在所、保倉駐在所、安塚交番、浦川原駐在所、大平駐在所、牧駐在所、柿崎交番、大潟交番、頸城交

 番、吉川駐在所、板倉交番、清里駐在所、三和駐在所、名立駐在所）○妙高警察署（下町交番、柳井田
駐在所、妙高高原交番、関山駐在所、大鹿駐在所、赤倉駐在所、中郷駐在所、矢代駐在所、新井南駐

 在所）○糸魚川警察署（糸魚川駅前交番、青海交番、根小屋駐在所、梶屋敷交番、土塩駐在所、能生
 交番、槙駐在所、藤崎駐在所、市振駐在所）○佐渡警察署（署所在地、相川交番、橘駐在所、北狄駐在

所、北立島駐在所、佐和田交番、千種駐在所、吉井駐在所、畑野駐在所、松ヶ崎駐在所、小木駐在所、
 羽茂駐在所、赤泊駐在所、両津交番、水津駐在所、鷲崎駐在所、新穂駐在所、潟上駐在所）※各簿冊

は分冊として整理

部局名 警察本部



✔

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 －

所在地 －

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

備考



✔

✔

✔

✔

✔

No 717 行政機関等の名称 新潟県警察

個人情報ファイルの名称
１１０番通報の受理に関するファイル

迅速かつ的確な初動警察活動を行うため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１整理番号、２事案名、３事案内容、４受理日時、５受理者、６発生日時、７発生場所、８管轄署、９通報
場所、10通報者(1)氏名(2)性別(3)電話番号、11指令時刻、12指令者、13現場到着時刻、14処理時刻、
15処理結果

含む 含まない
要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

１１０番通報の通報者・関係者・受理者・指令者及び対応者

担当課
地域部通信指令課企画運用係

所在地

〒950-8553　新潟県新潟市中央区新光町４番地１開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

該当 非該当
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨

担当課 －

所在地 －

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地

行政機関等匿名加工情報の
概要

－

担当課 －

所在地 －

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間

－

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法 １１０番通報の受理者又は対応者による聴取

記録情報の経常的提供先
－

個人情報ファイル簿（１０００人以上）

備考

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

地域部通信指令課

部局名 警察本部


